
連
載
シ
リ
ー
ズ

会
社
名
と
な
っ
た
「
入
山
」

　
地
名
に
は
、
地
域
の
歴
史
を
知
る
ヒ
ン
ト

が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
内
各
所
の
地
名
に

ま
つ
わ
る
由
来
な
ど
を
紹
介
し
「
い
わ
き
」

の
歴
史
を
ひ
も
と
き
ま
す
。

　
い
わ
き
地
方
で
は
、
明
治
時
代
以
降
、
多
く

の
会
社
が
起
業
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
地
名

を
由
来
に
し
た
例
が
数
多
く
存
在
し
ま
す
。

　
昭
和
人
絹
㈱
は
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に

錦
村
に
進
出
す
る
と
、
名
称
を
昭
和
人
絹
㈱
錦

工
場
と
し
、
そ
の
後
、
生
産
機
能
の
変
化
や
、

地
域
の
変
容
を
経
て
現
在
は
㈱
ク
レ
ハ
い
わ
き

工
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
き
地
方
の
主
要

産
業
で
あ
っ
た
石
炭
産
業
も
、
磐
城
炭
礦
高
坂

坑
、
常
磐
炭
礦
川
平
坑
な
ど
、
炭
鉱
の
坑
口
を

設
け
た
場
所
の
地
名
を
付
け
て
採
炭
活
動
を
展

開
し
ま
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年

に
起
業
し
た
入
山
採
炭
㈱
は
、
地
名
を
炭
鉱
名

ど
こ
ろ
か
社
名
に
し
た
最
初
の
会
社
で
し
た
。

「
入
山
」
は
内
郷
村
大
字
白
水
の
一
つ
の
字
名

に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、
同
社
が
最
初
に
開
削
し

た
坑
口
の
場
所
は
、
同
じ
白
水
で
も
入
山
の
西

方
に
位
置
す
る
「
高
倉
」
で
し
た
。
将
来
は
東

進
し
て
入
山
を
掘
削
す
る
計
画
だ
っ
た
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
に
ら
ん
で
の
命
名
だ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
採
炭
は
計
画
ど
お
り
入
山
の
地
下
に
達
し
ま

し
た
が
、
大
正
時
代
初
期
に
は
、
同
社
は
こ
こ

を
別
会
社
に
売
り
渡
し
、
湯
本
村
に
進
出
し
ま

す
。
そ
し
て
、
常
磐
炭
田
に
お
け
る
二
大
企
業

と
し
て
、
磐
城
炭
礦
㈱
と
競
い
合
っ
た
後
、
昭

和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
に
合
併
し
て
常
磐
炭

礦
㈱
と
し
て
発
足
し
、
現
在
の
常
磐
興
産
㈱
の

基
盤
を
築
き
ま
し
た
。

　
入
山
で
は
そ
の
後
、
中
小
の
会
社
が
入
れ
替

わ
り
な
が
ら
採
炭
が
続
き
ま
し
た
が
、
昭
和
三

十
年
代
に
す
べ
て
閉
山
し
ま
し
た
。
現
在
は
炭

鉱
開
発
以
前
の
静
か
な
場
所
に
戻
っ
て
い
ま
す
。

（
い
わ
き
地
域
学
會
　
小
宅
幸
一
）

※

い
わ
き
市
内
の
昔
の
写
真
を
お
持
ち
で
、
提

　
供
い
た
だ
け
る
方
は
、
ふ
る
さ
と
発
信
課

　
（
☎
22
・
７
５
０
３
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

　
い
。

た
ん
こ
う

災害時の物流機能の低下に備え協
定を締結

災害時における物資の供給協力等に関
する協定を締結
　11月20日、災害時における物資の調達体
制のさらなる強化を目的に、イオンリテー
ル株式会社と同協定を締結しました。
　同協定に基づき、災害が発生、または発
生のおそれがある場合、市民生活の安定を
図るため、
相互に協
力して食
料品や衣
料品、寝
具類など
の生活物
資の供給
を行いま
す。

　11月13日、平成29年に岩手県で開催され
た「第24回全国クラブチームサッカー選手
権大会」に、東北地域代表として出場し、
優勝を果たしたいわきＦＣに市民スポーツ
栄誉賞を授与し、その功績をたたえました。
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表彰 いわき市民スポーツ栄誉賞

大会２連覇を果たしたいわきＦＣの皆さん

地
名
の
中
の

　
　
﹁
い
わ
き
﹂

地
名
の
中
の

　
　
﹁
い
わ
き
﹂

入山採炭第三坑（入山坑）の風景。遠
方に見えるのは湯ノ岳〔明治時代末期　
絵はがき　清光堂支店発行〕

○
お
問
い
合
わ
せ

・
市
県
民
税
の
申
告

　
市
民
税
課

　
☎
22
・
７
４
２
６

　
☎
22
・
７
４
２
７

・
確
定
申
告

　
い
わ
き
税
務
署

　
☎
23
・
２
１
４
１

▼
申
告
期
間
　
１
月
31
日
㈭
〜

　
３
月
15
日
㈮
（
土
・
日
曜
日
、

　
祝
日
を
除
く
）

▼
対
象

①
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先

　
か
ら
市
に
提
出
さ
れ
て
い
な

　
い
方

②
給
与
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た

　
方

③
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

　
払
い
を
受
け
た
方

④
営
業
・
農
業
・
不
動
産
な
ど

　
の
所
得
が
あ
る
方

⑤
雑
損
・
医
療
費
・
生
命
保
険

　
料
・
地
震
保
険
料
な
ど
の
控

　
除
を
受
け
る
方

⑥
平
成
30
年
中
に
所
得
が
な

　
か
っ
た
方

⑦
非
課
税
所
得
（
障
害
・
遺
族

　
年
金
、
雇
用
保
険
、
児
童
扶

　
養
手
当
な
ど
）
が
あ
っ
た
方

※
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

　
四
百
万
円
以
下
で
あ
り
、
か

　
つ
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得

　
が
二
十
万
円
以
下
の
方
で
、

　
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

　
必
要
が
な
い
方
で
も
、
控
除

　
を
受
け
た
い
場
合
は
、
市
県

　
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
確
定
申
告
を
す
る
方
は
、
市

　
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。

※
申
告
の
内
容
に
よ
っ
て
、
税

　
務
署
が
開
設
す
る
確
定
申
告

　
書
作
成
会
場
に
案
内
す
る
場

　
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
持
参
す
る
も
の
　
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
カ
ー
ド
、
健
康
保
険
・

　
年
金
・
医
療
費
等
の
領
収
書

　
や
、
各
種
控
除
証
明
書
、
印

　
鑑
な
ど

①
給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者

　
＝
源
泉
徴
収
票
な
ど

②
自
営
業
や
農
家
の
方
＝
収
入

　
金
額
や
必
要
経
費
を
記
入
し

　
た
帳
簿
な
ど

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

　
持
ち
で
な
い
方
は
、
通
知

　
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票

　
の
写
し
と
、
運
転
免
許
証
・

　
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
本
人
確

　
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
事
業
所
得
に
係
る
収
支
、
年

　
間
の
医
療
費
な
ど
は
、
あ
ら

　
か
じ
め
整
理
・
計
算
し
て
お

　
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
方
法
　
市
県
民
税
申
告

　
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　
１
月
10
日
付
の
お
知
ら
せ
回

　
覧
文
書
で
指
定
す
る
日
時
・

　
会
場
で
申
告

※
申
告
期
間
中
、
同
課
で
は
郵

　
送
の
申
告
書
の
み
受
け
付
け

　
て
い
ま
す
。

○
確
定
申
告
を
す
る
方
へ

　
確
定
申
告
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
早
め
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
し
た

申
告
書
は
、
郵
送
や
電
子
申
告

（
e
―
T
a
x
）
で
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
申
告
書
作
成
会
場
を
開
設

　
申
告
書
の
受
け
付
け
や
記
載

方
法
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
行

い
ま
す
。
な
お
、
混
雑
状
況
に

よ
っ
て
は
、
早
め
に
当
日
の
受

け
付
け
を
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
開
設
期
間
　
２
月
18
日
㈪
〜

　
３
月
15
日
㈮
（
土
・
日
曜
日

　
を
除
く
）
　
９
時
〜
16
時

▼
と
こ
ろ
　
イ
オ
ン
い
わ
き
店

※
い
わ
き
税
務
署
に
は
申
告
書

　
作
成
会
場
を
設
け
て
い
ま
せ

　
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

市
県
民
税
の
申
告
相
談
受
け
付
け
を
開
始

市
県
民
税
の

申
告
相
談
受
け
付
け

い
わ
き
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

ト
ピ
ッ
ク
ス

広報いわき　31. 1　10

高齢者の障害者控除のお知らせ

大臣表彰

長寿介護課介護認定係　☎22－7475
　65歳以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちでなくても、要介
護認定（要支援認定を除く）を受けている方などのうち、
障がい者に準ずるとして市の認定を受けた方は、所得税
や市県民税の障害者控除を受けることができます。　
※各地区保健福祉センターで認定の申請ができます。

＝年齢は11月21日現在。50音順・敬称略＝
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大臣表彰
▷伊藤順朗46＝福島県私立幼稚
　園・認定こども園ＰＴＡ連合
　会副理事長　小名浜
▷小林利明58＝福島県ＰＴＡ連
　合会前会長　小名浜
ボランティア功労者厚生労働大
臣表彰
▷いわき音楽療法研究会ミュー
　ジックフォレスト




